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２ 退職者医療制度の廃止について

議案第４８号
大津市国民健康保険条例の一部を改正する条例の

制定について



Lake Biwa

Otsu City

１ 賦課限度額及び軽減判定所得の変更

（１）改正理由

「令和６年度税制改正の大綱」（令和５年12 月22 日閣議決定）において、国民健康保険税の課税限度額を引き上げる
とともに、国民健康保険税の軽減措置について、５割軽減及び２割軽減の対象世帯に係る所得判定基準を改正するこ

ととされたことに伴い、国民健康保険料についても同様の措置を講ずるため、国民健康保険法施行令の一部が改正さ
れた。
ついては、本市の国民健康保険についても同様の措置を講ずるため、大津市国民健康保険条例の一部を改正する

もの。

（２）改正内容

１ 賦課限度額の変更
後期高齢者支援金等賦課分に係る賦課限度額について、現行の２２万円から２万円引き上げ、２４万円とするもの。

２ 軽減判定所得の変更
被保険者の合計所得額が一定額以下の場合に、保険料の負担軽減を図るため、応益割（均等割・平等割）を軽減
する制度について、軽減判定所得の基となる所得判定基準額を引き上げるもの。
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Lake Biwa
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令和５年１２月厚生労働省資料
「令和６年度税制改正の概要（厚生労働省関係）」より

１ 賦課限度額及び軽減判定所得の変更
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Otsu City

（１）改正内容

後期高齢者支援金等賦課分に係る賦課限度額について、現行の２２万円から２４万円とするもの。

（３）保険料収入影響額見込み【後期高齢者支援金等分】

約１１，０００千円増

改正後現行

６５万円６５万円基礎賦課分

２４万円２２万円後期高齢者支援金等分

１７万円１７万円介護納付金分

１０６万円１０４万円合 計

（４）施行期日

令和６年４月１日

１－１ 賦課限度額の変更について

（２）影響世帯数見込み【後期高齢者支援金等分】（令和６年１月時点）

約６００世帯
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（１）改正内容

５割軽減の基準については、被保険者数に乗じる金額を２９万円から２９万５千円に、２割軽減の基準については、

被保険者数に乗じる金額を５３万５千円から５４万５千円に引き上げる。

（２）影響世帯数見込み【新たに軽減対象となる世帯】（令和６年１月時点）

約１８０世帯

【５割軽減の見直し】
（改正前）基準額 ＝ ４３万円 ＋ ２９万円 × 被保険者数 ＋ １０万円 × （給与所得者等の数－１）
（改正後）基準額 ＝ ４３万円 ＋ ２９．５万円 × 被保険者数 ＋ １０万円 × （給与所得者等の数－１）

【２割軽減の見直し】
（改正前）基準額 ＝ ４３万円 ＋ ５３．５万円 × 被保険者数 ＋ １０万円 × （給与所得者等の数－１）
（改正後）基準額 ＝ ４３万円 ＋ ５４．５万円 × 被保険者数 ＋ １０万円 × （給与所得者等の数－１）

１－２ 軽減判定所得の変更について

5



Lake Biwa

Otsu City

（３）保険料収入影響額見込み

約６，０００千円減

（４）所得判定基準額による軽減実績

（５）施行期日

令和６年４月１日

合計２割軽減５割軽減７割軽減

1,030,397千円96,500千円267,806千円666,091千円金額
令和３年度

24,280世帯5,394世帯5,926世帯12,960世帯世帯数

1,021,999千円91,301千円257,794千円672,904千円金額
令和４年度

23,852世帯5,136世帯5,724世帯12,992世帯世帯数

976,454千円86,641千円254,311千円635,502千円金額令和５年度
（７月末現在） 22,009世帯4,819世帯5,579世帯11,611世帯世帯数

１－２ 軽減判定所得の変更について
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２ 退職者医療制度の廃止について

（３）施行期日

令和６年４月１日

（１）改正理由

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律（令和５年
法律第31 号）の施行に伴い、令和６年４月から退職者医療制度が廃止されること等を踏まえ、大津市国民健康保
険条例の一部を改正するもの。

（２）改正内容

条例第１３条の２から第１３条の４の２及び第１３条の５の６から第１３条の５の９までを削除し、その他所要の改
正を行う。

（４）参考

退職者医療制度は、医療費の高い高齢退職者に係る保険者間の財政調整の仕組みとして昭和59年に創設さ
れ、平成20年度に前期高齢者医療制度が創設されたことに伴い廃止。ただし、「団塊の世代」退職者の急増によ
る国民健康保険財政への影響を勘案し、平成26年度までに新たに適用された者が65歳に達するまでの間、経過
措置が設けられたもの。
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大津市国民健康保険条例（昭和３４年条例第３号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

大津市国民健康保険条例 大津市国民健康保険条例 

昭和３４年３月２４日 昭和３４年３月２４日 

条例第３号 条例第３号 

注 平成６年９月２７日条例第３１号から条文注記入る。 注 平成６年９月２７日条例第３１号から条文注記入る。 

（一般被保険者に係る基礎賦課総額） （                  基礎賦課総額） 

第９条の３ 保険料の賦課額のうち一般被保険者（法附則第７条第１項

に規定する退職被保険者等（以下「退職被保険者等」という。）以外

の被保険者をいう。以下同じ。）に係る基礎賦課額（第１８条、第１

８条の３及び第１８条の４の規定により基礎賦課額を減額するものと

した場合にあっては、その減額することとなる額を含む。）の総額（以

下「基礎賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の見込額から第

２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とす

る。 

第９条の３ 保険料の賦課額のうち                                

                                                              

                                    基礎賦課額（第１８条、第１

８条の３及び第１８条の４の規定により基礎賦課額を減額するものと

した場合にあっては、その減額することとなる額を含む。）の総額（以

下「基礎賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の見込額から第

２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とす

る。 

（１） 当該年度における次に掲げる額の合算額 （１） 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 療養の給付に要する費用（一般被保険者に係るものに限る。）

の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並

びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、

療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び

高額介護合算療養費の支給に要する費用（一般被保険者に係るも

ア 療養の給付に要する費用                                  

の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並

びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、

療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び

高額介護合算療養費の支給に要する費用                      
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のに限る。）の額             の額 

イ 国民健康保険事業費納付金（法附則第２２条の規定により読み

替えられた法第７５条の７第１項の国民健康保険事業費納付金を

いう。以下この条において同じ。）の納付に要する費用（滋賀県

が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、滋賀県の

国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保

法の規定による後期高齢者支援金等（以下「後期高齢者支援金等」

という。）、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等（以

下「病床転換支援金等」という。）及び介護保険法（平成９年法

律第１２３号）の規定による納付金（以下「介護納付金」という。）

の納付に要する費用に充てる部分を除く。）の額 

イ 国民健康保険事業費納付金（法附則第７条  の規定により読み

替えられた法第７５条の７第１項の国民健康保険事業費納付金を

いう。以下この条において同じ。）の納付に要する費用（       

                                                 滋 賀 県 の

国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保

法の規定による後期高齢者支援金等（以下「後期高齢者支援金等」

という。）、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等（以

下「病床転換支援金等」という。）及び介護保険法（平成９年法

律第１２３号）の規定による納付金（以下「介護納付金」という。）

の納付に要する費用に充てる部分を除く。）の額 

ウ 法第８１条の２第５項の財政安定化基金拠出金の納付に要する

費用の額 

ウ 法第８１条の２第５項の財政安定化基金拠出金の納付に要する

費用の額 

エ 法第８１条の２第１０項第２号に規定する財政安定化基金事業

借入金の償還に要する費用の額 

エ 法第８１条の２第１０項第２号に規定する財政安定化基金事業

借入金の償還に要する費用の額 

オ 保健事業に要する費用の額 オ 保健事業に要する費用の額 

カ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の

執行に要する費用を除く。）の額（退職被保険者等に係る療養の

給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する

額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保

険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、

高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並び

カ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の

執行に要する費用を除く。）の額（                           
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に滋賀県が行う国民健康保険の一般被保険者に係る国民健康保険

事業費納付金の納付に要する費用（滋賀県の国民健康保険に関す

る特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支

援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限

る。）及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納

付に要する費用の額を除く。） 

                                               国民健康保

険事業費納付金の納付に要する費用（滋賀県の国民健康保険に関

する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換

支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限

る。）                                                     

      の額を除く。） 

（２） 当該年度における次に掲げる額の合算額 （２） 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 法第７４条の規定による補助金の額 ア 法第７４条の規定による補助金の額 

イ 法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７５条の規定

により交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に

要する費用（滋賀県の国民健康保険に関する特別会計において負

担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付

金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このイにおいて

同じ。）に係るものを除く。）及び同条の規定により貸し付けら

れる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係

るものを除く。）の額 

イ 法附則第７条  の規定により読み替えられた法第７５条の規定

により交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に

要する費用（滋賀県の国民健康保険に関する特別会計において負

担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付

金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このイにおいて

同じ。）に係るものを除く。）及び同条の規定により貸し付けら

れる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係

るものを除く。）の額 

ウ 法第７５条の２第１項の国民健康保険保険給付費等交付金（エ

において「国民健康保険保険給付費等交付金」という。）（退職

被保険者等の療養の給付等に要する費用（法附則第２２条の規定

により読み替えられた法第７０条第１項に規定する療養の給付等

に要する費用をいう。以下同じ。）に係るものを除く。）の額 

ウ 法第７５条の２第１項の国民健康保険保険給付費等交付金    

                                                          

                                                          

                                                          

                                                    の額 

エ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の エ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の
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執行に要する費用を除く。）のための収入（法附則第９条第１項

の規定により読み替えられた法第７２条の３第１項、第７２条の

３の２第１項及び第７２条の３の３第１項の規定による繰入金並

びに国民健康保険保険給付費等交付金（退職被保険者等の療養の

給付等に要する費用に係るものに限る。）を除く。）の額 

執行に要する費用を除く。）のための収入（                   

                         法第７２条の３第１項、第７２条の３

の２第１項及び第７２条の３の３第１項の規定による繰入金    

                                                          

                                    を除く。）の額 

（一般被保険者に係る基礎賦課額） （                  基礎賦課額） 

第１０条 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る基礎賦課額は、そ

の世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額、被保険者均等

割額及び世帯別平等割額の合算額とする。この場合において、一般被

保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属するときは、当該世帯を

一般被保険者の属する世帯とみなして、世帯別平等割額を算定するも

のとする。 

第１０条 保険料の賦課額のうち                  基礎賦課額は、そ

の世帯に属する被保険者につき    算定した所得割額、被保険者均等

割額及び世帯別平等割額の合算額とする。                         

                                                              

                                                              

          

（一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定） （                  基礎賦課額の所得割額の算定） 

第１１条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年

の前年の所得に係る地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３１４

条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得

と区分して計算される所得の金額（同法附則第３３条の２第５項に規

定する上場株式等に係る配当所得等の金額（同法附則第３５条の２の

６第８項又は第１１項の規定の適用がある場合には、その適用後の金

額）、同法附則第３３条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得

等の金額、同法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額（租

税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しく

第１１条 前条の所得割額は、被保険者    に係る賦課期日の属する年

の前年の所得に係る地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３１４

条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得

と区分して計算される所得の金額（同法附則第３３条の２第５項に規

定する上場株式等に係る配当所得等の金額（同法附則第３５条の２の

６第８項又は第１１項の規定の適用がある場合には、その適用後の金

額）、同法附則第３３条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得

等の金額、同法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額（租

税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しく
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は第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１

項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は

第３６条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同

法第３１条第１項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を

控除した金額）、地方税法附則第３５条第５項に規定する短期譲渡所

得の金額（租税特別措置法第３３条の４第１項若しくは第２項、第３

４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第

１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用

により同法第３２条第１項に規定する短期譲渡所得の金額から控除す

る金額を控除した金額）、地方税法附則第３５条の２第５項に規定す

る一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の３第１５

項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第３

５条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額

（同法附則第３５条の２の６第１１項又は第３５条の３第１３項若し

くは第１５項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同

法附則第３５条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額

（同法附則第３５条の４の２第７項の規定の適用がある場合には、そ

の適用後の金額）、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得

税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）第８条第

２項（同法第１２条第５項及び第１６条第２項において準用する場合

を含む。第１８条第１項第１号において同じ。）に規定する特例適用

利子等の額、同法第８条第４項（同法第１２条第６項及び第１６条第

３項において準用する場合を含む。同号において同じ。）に規定する

は第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１

項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は

第３６条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同

法第３１条第１項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を

控除した金額）、地方税法附則第３５条第５項に規定する短期譲渡所

得の金額（租税特別措置法第３３条の４第１項若しくは第２項、第３

４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第

１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用

により同法第３２条第１項に規定する短期譲渡所得の金額から控除す

る金額を控除した金額）、地方税法附則第３５条の２第５項に規定す

る一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の３第１５

項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第３

５条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額

（同法附則第３５条の２の６第１１項又は第３５条の３第１３項若し

くは第１５項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同

法附則第３５条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額

（同法附則第３５条の４の２第７項の規定の適用がある場合には、そ

の適用後の金額）、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得

税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）第８条第

２項（同法第１２条第５項及び第１６条第２項において準用する場合

を含む。第１８条第１項第１号において同じ。）に規定する特例適用

利子等の額、同法第８条第４項（同法第１２条第６項及び第１６条第

３項において準用する場合を含む。同号において同じ。）に規定する
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特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及

び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。第１８

条第１項第１号において「租税条約等実施特例法」という。）第３条

の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額及び同条第１２項に

規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。）の

合計額から地方税法第３１４条の２第２項の規定による控除をした後

の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される

所得の金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」という。）

に、第１３条の所得割の保険料率を乗じて算定する。 

特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及

び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。第１８

条第１項第１号において「租税条約等実施特例法」という。）第３条

の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額及び同条第１２項に

規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。）の

合計額から地方税法第３１４条の２第２項の規定による控除をした後

の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される

所得の金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」という。）

に、第１３条の所得割の保険料率を乗じて算定する。 

２ 前項の場合における地方税法第３１４条の２第１項に規定する総所

得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得

の金額を算定する場合においては、同法第３１３条第９項中雑損失に

係る部分の規定を適用しないものとする。 

２ （略） 

（一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率） （                  基礎賦課額の保険料率） 

第１３条 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、次のとおりと

する。 

第１３条                   基礎賦課額の保険料率は、次のとおりと

する。 

（１） 所得割 一般被保険者に係る基礎賦課総額の１００分の５０

に相当する額を基礎控除後の総所得金額等（国民健康保険法施行令

第２９条の７第２項第４号ただし書に規定する場合にあっては、国

民健康保険法施行規則（昭和３３年厚生省令第５３号）第３２条の

９に規定する方法により補正された後の金額とする。）の総額で除

して得た数 

（１） 所得割                   基礎賦課総額の１００分の５０

に相当する額を基礎控除後の総所得金額等（国民健康保険法施行令

第２９条の７第２項第４号ただし書に規定する場合にあっては、国

民健康保険法施行規則（昭和３３年厚生省令第５３号）第３２条の

９に規定する方法により補正された後の金額とする。）の総額で除

して得た数 
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（２） 被保険者均等割 一般被保険者に係る基礎賦課総額の１００

分の３５に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の２か年度

の各年度における一般被保険者の数等を勘案して算定した数で除し

て得た額 

（２） 被保険者均等割          基礎賦課総額の１００

分の３５に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の２か年度

の各年度における被保険者    の数等を勘案して算定した数で除し

て得た額 

（３） 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれアからウまでに定めるところにより算定した額 

（３） 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれアからウまでに定めるところにより算定した額 

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 一般被保険者に係る基礎賦

課総額の１００分の１５に相当する額を当該年度の前年度及びそ

の直前の２か年度の各年度における一般被保険者が属する世帯の

数等を勘案して算定した数から特定同一世帯所属者（法第６条第

８号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であっ

て、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属す

るものをいう。以下同じ。）と同一の世帯に属する一般被保険者

が属する世帯であって同日の属する月（以下「特定月」という。）

以後５年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保

険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。）の数に２

分の１を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属す

る一般被保険者が属する世帯であって特定月以後５年を経過する

月の翌月から特定月以後８年を経過する月までの間にあるもの

（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続

世帯」という。）の数に４分の１を乗じて得た数の合計数を控除

した数で除して得た額 

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯                   基礎賦

課総額の１００分の１５に相当する額を当該年度の前年度及びそ

の直前の２か年度の各年度における被保険者    が属する世帯の

数等を勘案して算定した数から特定同一世帯所属者（法第６条第

８号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であっ

て、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属す

るものをいう。以下同じ。）と同一の世帯に属する被保険者    

が属する世帯であって同日の属する月（以下「特定月」という。）

以後５年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保

険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。）の数に２

分の１を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属す

る被保険者    が属する世帯であって特定月以後５年を経過する

月の翌月から特定月以後８年を経過する月までの間にあるもの

（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続

世帯」という。）の数に４分の１を乗じて得た数の合計数を控除

した数で除して得た額 
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イ 特定世帯 アに定めるところにより算定した額に２分の１を乗

じて得た額 

イ 特定世帯 アに定めるところにより算定した額に２分の１を乗

じて得た額 

ウ 特定継続世帯 アに定めるところにより算定した額に４分の３

を乗じて得た額 

ウ 特定継続世帯 アに定めるところにより算定した額に４分の３

を乗じて得た額 

２ 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第４

位未満の端数又は１円未満の端数があるときは、これを切り上げるも

のとする。 

２及び３ （略） 

３ 市長は、第１項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告

示しなければならない。 

 

（退職被保険者等に係る基礎賦課額） 

第１３条の２ 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る基礎賦課額

は、その世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額、被保

険者均等割額及び世帯別平等割額（退職被保険者等と一般被保険者と

が同一の世帯に属する場合にあっては、所得割額及び被保険者均等割

額）の合算額とする。 

（退職被保険者等に係る基礎賦課額の所得割額の算定） 

第１３条の３ 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後の

総所得金額等に、第１３条の所得割の保険料率を乗じて算定する。 

（退職被保険者等に係る基礎賦課額の被保険者均等割額の算定） 

第１３条の４ 第１３条の２の被保険者均等割額は、第１３条の規定に

より算定した額と同額とする。 

（退職被保険者等に係る基礎賦課額の世帯別平等割額の算定） 

 

第１３条の２から第１３条の４まで 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削る） 
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第１３条の４の２ 第１３条の２の世帯別平等割額は、次の各号に掲げ

る世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

（１） 次号又は第３号に掲げる世帯以外の世帯 第１３条第１項第

３号アに定めるところにより算定した額 

（２） 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属

する世帯であって特定月以後５年を経過する月までの間にあるもの

（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。） 第１３条第１

項第３号イに定めるところにより算定した額 

（３） 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属

する世帯であって特定月以後５年を経過する月の翌月から特定月以

後８年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者

がいない場合に限る。） 第１３条第１項第３号ウに定めるところ

により算定した額 

（基礎賦課限度額） （基礎賦課限度額） 

第１３条の５ 第１０条又は第１３条の２の基礎賦課額（一般被保険者

と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第１０条の基礎賦

課額と第１３条の２の基礎賦課額との合算額をいう。第１７条及び第

１８条第１項において同じ。）は、６５０，０００円を超えることが

できない。 

第１３条の５ 第１０条                の基礎賦課額              

                                                              

                                                              

                            は、６５０，０００円を超えることが

できない。 

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額） （                  後期高齢者支援金等賦課総額） 

第１３条の５の２ 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢

者支援金等賦課額（第１８条、第１８条の３及び第１８条の４の規定

第１３条の５の２ 保険料の賦課額のうち                  後期高齢

者支援金等賦課額（第１８条、第１８条の３及び第１８条の４の規定
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により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあって

は、その減額することとなる額を含む。）の総額（以下「後期高齢者

支援金等賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の見込額から第

２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とす

る。 

により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあって

は、その減額することとなる額を含む。）の総額（以下「後期高齢者

支援金等賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の見込額から第

２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とす

る。 

（１） 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する

費用（滋賀県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後

期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る

部分であって、滋賀県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るも

のに限る。次号において同じ。） 

（１） 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する

費用（滋賀県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後

期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る

部分                                                        

  に限る。次号において同じ。） 

（２） 当該年度における次に掲げる額の合算額 （２） 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７５条の規定

により交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に

要する費用に係るものに限る。）及び同条の規定により貸し付け

られる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に

係るものに限る。）の額 

ア 法附則第７条  の規定により読み替えられた法第７５条の規定

により交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に

要する費用に係るものに限る。）及び同条の規定により貸し付け

られる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に

係るものに限る。）の額 

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納

付金の納付に要する費用に限る。）のための収入（法附則第９条

第１項の規定により読み替えられた法第７２条の３第１項、第７

２条の３の２第１項及び第７２条の３の３第１項の規定による繰

入金を除く。）の額 

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納

付金の納付に要する費用に限る。）のための収入（             

                               法第７２条の３第１項、第７２

条の３の２第１項及び第７２条の３の３第１項の規定による繰入

金を除く。）の額 

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額） （                  後期高齢者支援金等賦課額） 
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第１３条の５の３ 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢

者支援金等賦課額は、その世帯に属する一般被保険者につき算定した

所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。こ

の場合において、一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属

するときは、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして、世帯

別平等割額を算定するものとする。 

第１３条の５の３ 保険料の賦課額のうち                 後期高齢

者支援金等賦課額は、その世帯に属する被保険者    につき算定した

所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。   

                                                              

                                                              

                                

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定） （                  後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定） 

第１３条の５の４ 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の

属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所

得割の保険料率を乗じて算定する。 

第１３条の５の４ 前条の所得割額は、被保険者    に係る賦課期日の

属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所

得割の保険料率を乗じて算定する。 

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率） （                  後期高齢者支援金等賦課額の保険料率） 

第１３条の５の５ 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保

険料率は、次のとおりとする。 

第１３条の５の５                   後期高齢者支援金等賦課額の保

険料率は、次のとおりとする。 

（１） 所得割 後期高齢者支援金等賦課総額の１００分の５０に相

当する額を一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等（国民健

康保険法施行令第２９条の７第３項第４号ただし書に規定する場合

にあっては、国民健康保険法施行規則第３２条の９の２に規定する

方法により補正された後の金額とする。）の総額で除して得た数 

（１） 所得割 後期高齢者支援金等賦課総額の１００分の５０に相

当する額を被保険者    に係る基礎控除後の総所得金額等（国民健

康保険法施行令第２９条の７第３項第４号ただし書に規定する場合

にあっては、国民健康保険法施行規則第３２条の９の２に規定する

方法により補正された後の金額とする。）の総額で除して得た数 

（２） 被保険者均等割 後期高齢者支援金等賦課総額の１００分の

３５に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の２か年度の各

年度における一般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得

た額 

（２） 被保険者均等割 後期高齢者支援金等賦課総額の１００分の

３５に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の２か年度の各

年度における被保険者    の数等を勘案して算定した数で除して得

た額 
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（３） 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれアからウまでに定めるところにより算定した額 

（３） 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれアからウまでに定めるところにより算定した額 

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 一般被保険者に係る後期高

齢者支援金等賦課総額の１００分の１５に相当する額を当該年度

の前年度及びその直前の２か年度の各年度における一般被保険者

が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯の数に２

分の１を乗じて得た数と特定継続世帯の数に４分の１を乗じて得

た数の合計数を控除した数で除して得た額 

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯                   後期高

齢者支援金等賦課総額の１００分の１５に相当する額を当該年度

の前年度及びその直前の２か年度の各年度における被保険者    

が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯の数に２

分の１を乗じて得た数と特定継続世帯の数に４分の１を乗じて得

た数の合計数を控除した数で除して得た額 

イ 特定世帯 アに定めるところにより算定した額に２分の１を乗

じて得た額 

イ 特定世帯 アに定めるところにより算定した額に２分の１を乗

じて得た額 

ウ 特定継続世帯 アに定めるところにより算定した額に４分の３

を乗じて得た額 

ウ 特定継続世帯 アに定めるところにより算定した額に４分の３

を乗じて得た額 

２ 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第４

位未満の端数又は１円未満の端数があるときは、これを切り上げるも

のとする。 

２及び３ （略） 

３ 市長は、第１項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告

示しなければならない。 

 

（退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額） 

第１３条の５の６ 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高

齢者支援金等賦課額は、その世帯に属する退職被保険者等につき算定

した所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額（退職被保険者

等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合にあっては、所得割額

 

第１３条の５の６から第１３条の５の９まで 削除 
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及び被保険者均等割額）の合算額とする。 

（退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算

定） 

第１３条の５の７ 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除

後の総所得金額等に、第１３条の５の５の所得割の保険料率を乗じて

算定する。 

（退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割

額の算定） 

第１３条の５の８ 第１３条の５の６の被保険者均等割額は、第１３条

の５の５の規定により算定した額と同額とする。 

（退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の世帯別平等割額

の算定） 

第１３条の５の９ 第１３条の５の６の世帯別平等割額は、次の各号に

掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

（１） 次号又は第３号に掲げる世帯以外の世帯 第１３条の５の５

第１項第３号アに定めるところにより算定した額 

（２） 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属

する世帯であって特定月以後５年を経過する月までの間にあるもの

（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。） 第１３条の５

の５第１項第３号イに定めるところにより算定した額 

（３） 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属

する世帯であって特定月以後５年を経過する月の翌月から特定月以

後８年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者

20



がいない場合に限る。） 第１３条の５の５第１項第３号ウに定め

るところにより算定した額 

（後期高齢者支援金等賦課限度額） （後期高齢者支援金等賦課限度額） 

第１３条の５の１０ 第１３条の５の３又は第１３条の５の６の後期高

齢者支援金等賦課額（一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に

属する場合には、第１３条の５の３の後期高齢者支援金等賦課額と第

１３条の５の６の後期高齢者支援金等賦課額との合算額をいう。第１

７条及び第１８条第１項において同じ。）は、２２０，０００円を超

えることができない。 

第１３条の５の１０ 第１３条の５の３           の後期

高齢者支援金等賦課額は、２４０，０００円                       

                                                              

                                                              

                                                           を

超えることができない。 

（介護納付金賦課総額） （介護納付金賦課総額） 

第１３条の６ 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額（第１８条及び

第１８条の４の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場

合にあっては、その減額することになる額を含む。）の総額（以下「介

護納付金賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の見込額から第

２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とす

る。 

第１３条の６ 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額（第１８条及び

第１８条の４の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場

合にあっては、その減額することになる額を含む。）の総額（以下「介

護納付金賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の見込額から第

２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とす

る。 

（１） 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する

費用（滋賀県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介

護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同

じ。） 

（１） （略） 

（２） 当該年度における次に掲げる額の合算額 （２） 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７５条の規定 ア 法附則第７条  の規定により読み替えられた法第７５条の規定
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により交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に

要する費用に係るものに限る。）及び同条の規定により貸し付け

られる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に

係るものに限る。）の額 

により交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に

要する費用に係るものに限る。）及び同条の規定により貸し付け

られる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に

係るものに限る。）の額 

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納

付金の納付に要する費用に限る。）のための収入（法附則第９条

第１項の規定により読み替えられた法第７２条の３第１項及び第

７２条の３の３第１項の規定による繰入金を除く。）の額 

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納

付金の納付に要する費用に限る。）のための収入（             

                               法第７２条の３第１項及び第

７２条の３の３第１項の規定による繰入金を除く。）の額 

（賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等

があった場合） 

（賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等

があった場合） 

第１７条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は１世帯に属す

る被保険者数が増加し、若しくは減少し、又は    １世帯に属する被

保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被

保険者でなくなった、若しくは国民健康保険法施行令第２９条の７の

２第２項に規定する特例対象被保険者等（以下「特例対象被保険者等」

という。）となった場合における当該納付義務者に係る第１０条、第

１３条の２、第１３条の５の３若しくは第１３条の５の６の額（被保

険者数が増加し、若しくは減少した場合（特定同一世帯所属者に該当

することにより被保険者数が減少した場合を除く。）又は特例対象被

保険者等となった場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額

を除く。）又は第１３条の７    の額又は次条第１項各号に定める額

若しくは同条第４項若しくは第５項の規定により読み替えて準用する

第１７条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は１世帯に属す

る被保険者数が増加し、若しくは減少し、若しくは１世帯に属する被

保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被

保険者でなくなった、若しくは国民健康保険法施行令第２９条の７の

２第２項に規定する特例対象被保険者等（以下「特例対象被保険者等」

という。）となった場合における当該納付義務者に係る第１０条若し

くは     、第１３条の５の３                        の額（被保険

者数が増加し、若しくは減少した場合（特定同一世帯所属者に該当す

ることにより被保険者数が減少した場合を除く。）又は特例対象被保

険者等となった場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を

除く。）若しくは第１３条の７の額又は次条第１項各号（同条第４項

又は第５項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項におい
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同条第１項各号                                                

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                          に定める額の算定は、

それぞれ、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加し、若しく

は減少した日（法第６条第１号から第８号までの規定のいずれかに該

当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少し

た日が月の初日であるときに限り、その前日とする。）又は    １世

帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護

納付金賦課被保険者でなくなった日又は    特例対象被保険者等とな

った日の属する月から、月割をもって行う。 

て同じ。）に定める額、第１８条の３第１項（同条第３項の規定によ

り読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める第

１３条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ１０分の

５を乗じて得た額、第１８条の３第４項第１号（同条第６項の規定に

より読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める

額、第１８条の４第１項各号（同条第３項又は第４項の規定により読

み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める額若し

くは同条第５項各号（同条第７項又は第８項の規定により読み替えて

準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める額の算定は、そ

れぞれ、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加し、若しくは

減少した日（法第６条第１号から第８号までの規定のいずれかに該当

したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した

日が月の初日であるときに限り、その前日とする。）若しくは１世帯

に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納

付金賦課被保険者でなくなった日若しくは特例対象被保険者等となっ

た日の属する月から、月割をもって行う。 

２ 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義

務者に係る第１０条、第１３条の２、第１３条の５の３若しくは第１

３条の５の６の額又は第１３条の７の額又は次条第１項各号に定める

額若しくは同条第４項若しくは第５項の規定により読み替えて準用す

る同条第１項各号                                              

                                                              

                に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日（法

２ 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義

務者に係る第１０条若しくは        第１３条の５の３の額若しくは

                    第１３条の７の額又は次条第１項各号に定める

額、第１８条の３第１項に定める第１３条の基礎賦課額の被保険者均

等割の保険料率にそれぞれ１０分の５を乗じて得た額、第１８条の３

第４項第１号に定める額、第１８条の４第１項各号に定める額若しく

は同条第５項各号に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日（法
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第６条第１号から第８号までの規定のいずれかに該当したことにより

納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であ

るときに限り、その前日とする。）の属する月の前月まで、月割をも

って行う。 

第６条第１号から第８号までの規定のいずれかに該当したことにより

納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であ

るときに限り、その前日とする。）の属する月の前月まで、月割をも

って行う。 

（低所得者の保険料の減額） （低所得者の保険料の減額） 

第１８条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課

額のうち基礎賦課額は、第１０条又は第１３条の２の基礎賦課額から、

それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額（当該減額して得た額

が６５０，０００円を超える場合には、６５０，０００円）とする。 

第１８条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課

額のうち基礎賦課額は、第１０条                の基礎賦課額から、

それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額（当該減額して得た額

が６５０，０００円を超える場合には、６５０，０００円）とする。 

（１） 世帯主、当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の

納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。）現在におい

てその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定し

た地方税法第３１４条の２第１項に規定する総所得金額（青色専従

者給与額又は事業専従者控除額については、同法第３１３条第３項、

第４項又は第５項の規定を適用せず、所得税法（昭和４０年法律第

３３号）第５７条第１項、第３項又は第４項の規定の例によらない

ものとし、山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得

の金額（地方税法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に

係る配当所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第８項又は第１

１項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則

第３３条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同

法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第

（１） （略） 
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３５条第５項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第３５条の

２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則

第３５条の３第１５項の規定の適用がある場合には、その適用後の

金額）、同法附則第３５条の２の２第５項に規定する上場株式等に

係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第１１項又は第

３５条の３第１３項若しくは第１５項の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額）、同法附則第３５条の４第４項に規定する

先物取引に係る雑所得等の金額（同法附則第３５条の４の２第７項

の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、外国居住者等

の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第

８条第２項に規定する特例適用利子等の額、同法第８条第４項に規

定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第３条の２の２

第１０項に規定する条約適用利子等の額及び同条第１２項に規定す

る条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。）の算定

についても同様とする。以下この条において同じ。）及び山林所得

金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、

地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主並びに

当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者（次号

及び第３号において「世帯主等」という。）のうち給与所得を有す

る者（前年中に同条第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第

２８条第１項に規定する給与所得について同条第３項に規定する給

与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定する給与等の収

入金額が５５０，０００円を超える者に限る。）をいう。以下この
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号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前

年中に地方税法第３１４条の２第１項に規定する総所得金額に係る

所得税法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得について

同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢６

５歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が６００，００

０円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者にあっては当該公的年

金等の収入金額が１，１００，０００円を超える者に限る。）をい

い、給与所得を有する者を除く。）の数の合計数（次号及び第３号

において「給与所得者等の数」という。）が２以上の場合にあって

は、地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額に当該給与

所得者等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗じて得た金

額を加えた金額）を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 アに

掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課

額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た

額と、イに掲げる額とを合算した額 

ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に１０分

の７を乗じて得た額 

 

イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に１０分の

７を乗じて得た額 

 

（２） 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得

と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条

の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数

（２） 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得

と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条

の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数
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が２以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等

の数から１を減じた数に１００，０００円を乗じて得た金額を加え

た金額）に２９０，０００円に当該年度の保険料賦課期日（賦課期

日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とす

る。）現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯

所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯

に係る保険料の納付義務者であって、前号に該当する者以外のもの

 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基

礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じ

て得た額と、イに掲げる額とを合算した額 

が２以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等

の数から１を減じた数に１００，０００円を乗じて得た金額を加え

た金額）に２９５，０００円に当該年度の保険料賦課期日（賦課期

日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とす

る。）現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯

所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯

に係る保険料の納付義務者であって、前号に該当する者以外のもの

 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基

礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じ

て得た額と、イに掲げる額とを合算した額 

ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に１０分

の５を乗じて得た額 

ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に１０分

の５を乗じて得た額 

イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に１０分の

５を乗じて得た額 

イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に１０分の

５を乗じて得た額 

（３） 第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所

得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４

条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の

数が２以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者

等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗じて得た金額を加

えた金額）に５３５，０００円に当該年度の保険料賦課期日（賦課

期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とす

る。）現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯

（３） 第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所

得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４

条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の

数が２以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者

等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗じて得た金額を加

えた金額）に５４５，０００円に当該年度の保険料賦課期日（賦課

期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とす

る。）現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯
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所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯

に係る保険料の納付義務者であって、前２号に該当する者以外のも

の アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の

基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗

じて得た額と、イに掲げる額とを合算した額 

所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯

に係る保険料の納付義務者であって、前２号に該当する者以外のも

の アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の

基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗

じて得た額と、イに掲げる額とを合算した額 

ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に１０分

の２を乗じて得た額 

ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に１０分

の２を乗じて得た額 

イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に１０分の

２を乗じて得た額 

イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に１０分の

２を乗じて得た額 

２ 市長は、当該年度の保険料の賦課期日現在において、前項第１号に

規定する総所得金額及び山林所得金額が確定しない場合においては、

別に定めるところにより保険料を徴収することができる。 

２及び３ （略） 

３ 第１３条第２項及び第３項の規定は、第１項各号のア及びイに規定

する額の決定について準用する。この場合において、第１３条第２項

及び第３項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるもの

とする。 

 

４ 前３項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高

齢者支援金等賦課額」と、「第１０条又は第１３条の２」とあるのは

「第１３条の５の３又は第１３条の５の６」と、「６５０，０００円」

とあるのは「２２０，０００円」と、前項中「第１３条第２項及び第

３項」とあるのは「第１３条の５の５第２項及び第３項」と読み替え

４ 前３項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高

齢者支援金等賦課額」と、「第１０条                」とあるのは

「第１３条の５の３                    」と、「６５０，０００円」

とあるのは「２４０，０００円」と、前項中「第１３条第２項及び第

３項」とあるのは「第１３条の５の５第２項及び第３項」と読み替え
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るものとする。 るものとする。 

５ 第１項から第３項までの規定は、介護納付金賦課額の減額について

準用する。この場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「介

護納付金賦課額」と、「第１０条又は第１３条の２」とあるのは「第

１３条の７」と、「６５０，０００円」とあるのは「１７０，０００

円」と、第３項中「第１３条第２項及び第３項」とあるのは「第１３

条の９第２項及び第３項」と読み替えるものとする。 

５ 第１項から第３項までの規定は、介護納付金賦課額の減額について

準用する。この場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「介

護納付金賦課額」と、「第１０条                」とあるのは「第

１３条の７」と、「６５０，０００円」とあるのは「１７０，０００

円」と、第３項中「第１３条第２項及び第３項」とあるのは「第１３

条の９第２項及び第３項」と読み替えるものとする。 

（未就学児の被保険者均等割額の減額） （未就学児の被保険者均等割額の減額） 

第１８条の３ 当該年度において、その世帯に６歳に達する日以後の最

初の３月３１日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）が

ある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保

険者均等割額は、第４項に規定する場合を除き、第１３条又は第１３

条の４の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率

に、それぞれ、１０分の５を乗じて得た額（第１３条第２項の規定の

例により端数の切り上げを行った後の額とする。）を控除して得た額

とする。 

第１８条の３ 当該年度において、その世帯に６歳に達する日以後の最

初の３月３１日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）が

ある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保

険者均等割額は、第４項に規定する場合を除き、第１３条           

     の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率

に、それぞれ、１０分の５を乗じて得た額（同条第２項  の規定の

例により端数の切り上げを行った後の額とする。）を控除して得た額

とする。 

２ 第１３条第３項の規定は、前項に規定する額の決定について準用す

る。この場合において、同条第３項中「保険料率」とあるのは、「額」

と読み替えるものとする。 

２ （略） 

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高

齢者支援金等賦課額」と、「第４項」とあるのは「第６項において読

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高

齢者支援金等賦課額」と、「第４項」とあるのは「第６項において読
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み替えて準用する第４項」と、「第１３条又は第１３条の４」とある

のは「第１３条の５の５又は第１３条の５の８」と、「第１３条第２

項」とあるのは「第１３条の５の５第２項」と、前項中「第１３条第

３項」とあるのは「第１３条の５の５第３項」と読み替えるものとす

る。 

み替えて準用する第４項」と、「第１３条                」とある

のは「第１３条の５の５                                         

                                      」と、前項中「第１３条第

３項」とあるのは「第１３条の５の５第３項」と読み替えるものとす

る。 

４ 当該年度において、第１８条に規定する基準に従い保険料を減額す

るものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未

就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第１号

に掲げる額から第２号に掲げる額を控除して得た額とする。 

４ 当該年度において、第１８条に規定する基準に従い保険料を減額す

るものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未

就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第１号

に掲げる額から第２号に掲げる額を控除して得た額とする。 

（１） 第１３条又は第１３条の４の基礎賦課額の被保険者均等割の

保険料率から、当該保険料率に第１８条第１項各号に規定する場合

に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額（第１３

条第２項の規定の例により端数の切り上げを行った後の額とする。）

を控除して得た額 

（１） 第１３条                の基礎賦課額の被保険者均等割の

保険料率から、当該保険料率に第１８条第１項各号に規定する場合

に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額（第１３

条第２項の規定の例により端数の切り上げを行った後の額とする。）

を控除して得た額 

（２） 前号に掲げる額に、それぞれ、１０分の５を乗じて得た額（第

１３条第２項の規定の例により端数の切り上げを行った後の額とす

る。） 

（２） （略） 

５ 第１３条第３項の規定は、前項に規定する額の決定について準用す

る。この場合において、同条第３項中「保険料率」とあるのは、「額」

と読み替えるものとする。 

５ （略） 

６ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第４項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高

６ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第４項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高
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齢者支援金等賦課額」と、「第１３条又は第１３条の４」とあるのは

「第１３条の５の５又は第１３条の５の８」と、「第１３条第２項」

とあるのは「第１３条の５の５第２項」と、前項中「第１３条第３項」

とあるのは「第１３条の５の５第３項」と読み替えるものとする。 

齢者支援金等賦課額」と、「第１３条の              」とあるのは

「第１３条の５の           」と、「第１３条第２項」

とあるのは「第１３条の５の５第２項」と、前項中「第１３条第３項」

とあるのは「第１３条の５の５第３項」と読み替えるものとする。 

（出産被保険者の保険料の減額） （出産被保険者の保険料の減額） 

第１８条の４ 当該年度において、その世帯に出産被保険者（国民健康

保険法施行令第２９条の７第５項第８号に規定する出産被保険者をい

う。以下同じ。）がある場合における当該世帯の納付義務者に対して

課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第５項に規定する場合を

除き、第１０条又は第１３条の２の基礎賦課額から、次に掲げる額の

合算額を減額して得た額（当該減額して得た額が６５０，０００円を

超える場合には、６５０，０００円）とする。 

第１８条の４ 当該年度において、その世帯に出産被保険者（国民健康

保険法施行令第２９条の７第５項第８号に規定する出産被保険者をい

う。以下同じ。）がある場合における当該世帯の納付義務者に対して

課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第５項に規定する場合を

除き、第１０条                の基礎賦課額から、次に掲げる額の

合算額を減額して得た額（当該減額して得た額が６５０，０００円を

超える場合には、６５０，０００円）とする。 

（１） 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年

度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に１２分の１

を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日（国民健康保

険法施行規則第３２条の１０の２に規定する場合に該当する場合に

は、出産の日。第２３条の４第１項及び第２項において同じ。）の

属する月（以下この号において「出産予定月」という。）の前月（多

胎妊娠の場合には、３月前）から出産予定月の翌々月までの期間（以

下「産前産後期間」という。）のうち当該年度に属する月数を乗じ

て得た額 

（１）及び（２） （略） 

（２） 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に１２  
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分の１を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち

当該年度に属する月数を乗じて得た額 

２ 第１３条第２項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した

額の決定について準用する。この場合において、同条第２項中「保険

料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。 

２ （略） 

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高

齢者支援金等賦課額」と、「第１０条又は第１３条の２」とあるのは

「第１３条の５の３又は第１３条の５の６」と、「６５０，０００円」

とあるのは「２２０，０００円」と、前項中「第１３条第２項」とあ

るのは「第１３条の５の５第２項」と読み替えるものとする。 

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高

齢者支援金等賦課額」と、「第１０条                」とあるのは

「第１３条の５の３                    」と、「６５０，０００円」

とあるのは「２４０，０００円」と、前項中「第１３条第２項」とあ

るのは「第１３条の５の５第２項」と読み替えるものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用

する。この場合において、第１項中「出産被保険者をいう。以下同じ」

とあるのは「出産被保険者（介護納付金賦課被保険者である者に限る。）

をいう。以下この項において同じ」と、「基礎賦課額」とあるのは「介

護納付金賦課額」と、「第１０条又は第１３条の２」とあるのは「第

１３条の７」と、「６５０，０００円」とあるのは「１７０，０００

円」と、第２項中「第１３条第２項」とあるのは「第１３条の９第２

項」と読み替えるものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用

する。この場合において、第１項中「出産被保険者をいう。以下同じ」

とあるのは「出産被保険者（介護納付金賦課被保険者である者に限る。）

をいう。以下この項において同じ」と、「基礎賦課額」とあるのは「介

護納付金賦課額」と、「第１０条                」とあるのは「第

１３条の７」と、「６５０，０００円」とあるのは「１７０，０００

円」と、第２項中「第１３条第２項」とあるのは「第１３条の９第２

項」と読み替えるものとする。 

５ 当該年度において、第１８条に規定する基準に従い保険料を減額す

るものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当

該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額

５ 当該年度において、第１８条に規定する基準に従い保険料を減額す

るものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当

該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額
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は、当該減額後の第１０条又は第１３条の２の基礎賦課額から、次に

掲げる額の合算額を減額して得た額（当該減額して得た額が６５０，

０００円を超える場合には、６５０，０００円）とする。 

は、当該減額後の第１０条                の基礎賦課額から、次に

掲げる額の合算額を減額して得た額（当該減額して得た額が６５０，

０００円を超える場合には、６５０，０００円）とする。 

（１） 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年

度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に１２分の１

を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年

度に属する月数を乗じて得た額 

（１）及び（２） （略） 

（２） 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、

当該保険料率に第１８条第１項各号に規定する場合に応じてそれぞ

れ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額を控除して得た額に１２

分の１を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち

当該年度に属する月数を乗じて得た額 

 

６ 第１３条第２項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した

額の決定について準用する。この場合において、同条第２項中「保険

料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。 

６ （略） 

７ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第５項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高

齢者支援金等賦課額」と、「第１０条又は第１３条の２」とあるのは

「第１３条の５の３又は第１３条の５の６」と、「６５０，０００円」

とあるのは「２２０，０００円」と、前項中「第１３条第２項」とあ

るのは「第１３条の５の５第２項」と読み替えるものとする。 

７ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第５項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高

齢者支援金等賦課額」と、「第１０条                」とあるのは

「第１３条の５の３                    」と、「６５０，０００円」

とあるのは「２４０，０００円」と、前項中「第１３条第２項」とあ

るのは「第１３条の５の５第２項」と読み替えるものとする。 

８ 第５項及び第６項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用 ８ 第５項及び第６項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用
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する。この場合において、第５項中「出産被保険者が」とあるのは「出

産被保険者（介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項に

おいて同じ。）が」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課

額」と、「第１０条又は第１３条の２」とあるのは「第１３条の７」

と、「６５０，０００円」とあるのは「１７０，０００円」と、第６

項中「第１３条第２項」とあるのは「第１３条の９第２項」と読み替

えるものとする。 

する。この場合において、第５項中「出産被保険者が」とあるのは「出

産被保険者（介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項に

おいて同じ。）が」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課

額」と、「第１０条                」とあるのは「第１３条の７」

と、「６５０，０００円」とあるのは「１７０，０００円」と、第６

項中「第１３条第２項」とあるのは「第１３条の９第２項」と読み替

えるものとする。 
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